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５月 保健目標 体を清潔にしよう 

 新年度が始まり１か月がたちました。子どもたちは少しずつ、新しいクラス

や先生に慣れてきているようです。しかし、この連休明けの時期は、新年度の

疲れが出てくるころです。子どもたちの心や体の調子に耳をかたむけて、無理

をせずに過ごせるようご家庭でもご協力お願いいたします。何か心配なことが

ありましたら保健室へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

健康診断の結果について 

すこやか

 ４月～６月にかけて行っている定期健康診断ですが、すでにいくつかの健康診断が終わっています。健康

診断で検査・治療が必要な場合は「結果のお知らせ」を配付します。必要であれば医療機関で詳しくみてい

ただくことをおすすめしています。 

すでに通院されていたり、治療をしていたりとご報告いただいている場合にもお知らせは配付しますが、

通院の状況などを保護者様がご記入いただき、学校にご提出いただけたらと思います。すべての健康診断の

結果は７月の上旬ころにけんこうきろくカードにてお知らせいたします。 

 

 

運動会の練習が本格的に始まります。 

汗を拭くタオルがあると便利です！ 

5 月



 

 

 

学校病医療費援助事業のお知らせ 

要保護及び就学援助児童のうちで定期健康診断の結果、疾病（むし歯・結膜炎・副鼻腔炎）がある場合、

学校保健安全法第 24条に基づき、治療費の援助が受けられます。※医療機関は、学校医になります。 

この事業を利用したい方は６月２６日（金）までに担任へご連絡ください。※他の事業（小児医療費助成

事業等）でも受けることができます。 

医療機関は、小児医療証が使えるところになります。学校への連絡は不要です。（本事業と小児医療制度の

併用は出来ません） 

※要保護児童で、8月 1日以降の治療については、福祉事務所発行の医療券になります。 

暑さに備えましょう！ 

 気温や湿度が高くなる季節になりました。特に暑さに慣れていない時期は熱中症の発症が心配されます。 

学校では熱中症指数計を用いてこまめに指数を測り、外の活動を制限するなど熱中症予防に努めていきま

す。ご家庭でも、規則正しい生活習慣を心がけて暑い夏を乗り切れるようご協力よろしくお願いいたします。 


